
                      
 
 

令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿 児 島 国 道 事 務 所 

 

 

 

国道１０号竜ヶ水地区の通行止めについて 

【 解 除 】 
                         令和元年 7月5日10時30分現在 

 
 

 

 

 

【通行止め解除区間】 

国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区 

鹿児島県姶良
あ い ら

市重富
しげとみ

～鹿児島県鹿児島市吉野
よ し の

町
ちょう

磯
いそ

（延長約１１．３ｋｍ）  

 

   ○大雨で被災した９箇所の応急復旧が完了し、安全確認できましたので規制を 

解除します。なお、降雨等の影響に伴う法面変状等の恐れがある場合には、  

道路利用者の安全を確認するため通行止めを実施することがあります。 

 

 

 

【問合せ先】 

九州地方整備局 鹿児島国道事務所 技術副所長   五反田
ご た ん だ

 信
のぶ

幸
ゆき

 

                  計画課長   松尾
ま つ お

  和敏
かずとし

 

電話番号：099-216-3111（代表）  

 

○令和元年７月３日１２時００分より通行止めを実施していました国道 

１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区において、走行の安全が確認されたため本日１１時００分

をもって通行止めを解除します。 

 

記者発表資料 

（ 最 終 報 ） 



一般国道10号　竜ヶ水地区
通行止解除区間

宮之浦交差点

通行止解除区間
Ｌ＝11.3ｋｍ

特殊通行
規制区間
Ｌ＝1.00ｋｍ



４５３ｋ７００
【被災状況】

【応急復旧完了】


